
※１「民泊通報・相談窓口」及び本市関係機関への通報等があったもの
※２前年度から継続調査の必要な施設を含む。（平成２８年度から集計開始）
※３住居等として使用していたもの
※４令和元年５月末時点
※５違法な「民泊」施設の適正化指導の強化に向けた調査委託業務で実施した，現地調査６１回（委託）を含む。
※６本市の取組により，営業形態が失われるなど，指導の必要性がなくなった施設数１４施設を含む
※７うち，旅館業の許可取得施設は，１３９件（平成２８年度:５２施設，平成２９年度:３０施設，平成３０年度:５４施設，

令和元年度：３件），住宅宿泊事業の届出施設は，１１件（平成３０年度：１０件，令和元年度：１件）

○無許可営業疑い施設に対する調査・指導状況

無許可営業の疑いがあるとして令和元年５月末までに通報があった２，５１８施設のうち，

９９％にあたる２，４９０施設については，営業停止等に至っている。

年度
延べ
通報等
回数※１

延べ現地
調査回数

調査指導
対象施設※２

営業者等
の特定調
査中

指導中
営業中止・
撤退

旅館業に該
当せず※３

28 1,901 2,143 1,159 新規 1,159 505 222 352 80

29 1,337 2,996 1,339 新規 612 746 260 228 105

30 870 2,564 1,689 新規 683 16 8 1,482 183

令和元※4 72 177※5 88 新規 64 19 9 34※6 26

累計 2,518 2,096※7 394

合計28施設について指導中
又は継続調査中
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